
 

○訪問介護が必要な理由について 

問134 

基準第13条第18号の２に基づき、市町村に居宅サービス計画を提出するにあたっ

ては、訪問介護（生活援助中心型）の必要性について記載することとなっているが、

居宅サービス計画とは別に理由書の提出が必要となるのか。 

（答） 

当該利用者について、家族の支援を受けられない状況や認知症等の症状があるこ

とその他の事情により、訪問介護（生活援助中心型）の利用が必要である理由が居

宅サービス計画の記載内容から分かる場合には、当該居宅サービス計画のみを提出

すれば足り、別途理由書の提出を求めるものではない。 

≪参考≫ 

・第13条第18号の２ 

介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介

護（厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ。）を位置付ける

場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が

必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければ

ならない。 

・通知：第２の３（７）⑲ 

訪問介護（指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 12 年

厚生省告示第 19号）別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の１ 訪問介護費の

注３に規定する生活援助が中心である指定訪問介護に限る。以下この⑲において同

じ。）の利用回数が統計的に見て通常の居宅サービス計画よりかけ離れている場合

には、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村

が確認し、必要に応じて是正を促していくことが適当である。このため、基準第 13

条第 18 号の２は、一定回数（基準第 13 条第 18 号の２により厚生労働大臣が定め

る回数をいう。以下同じ。）以上の訪問介護を居宅サービス計画に位置づける場合

にその必要性を当該居宅サービス計画に記載するとともに、当該居宅サービス計画

を市町村に届け出なければならないことを規定するものである。届出にあたっては、

当該月において作成又は変更（⑯における軽微な変更を除く。）した居宅サービス

計画のうち一定回数以上の訪問介護を位置づけたものについて、翌月の末日までに

市町村に届け出ることとする。なお、ここで言う当該月において作成又は変更した

居宅サービス計画とは、当該月において利用者の同意を得て交付をした居宅サービ

ス計画をいう。 
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